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令和３年度 第１回尾張旭市介護保険運営協議会会議録  

 

１ 開催日時 

令和３年６月２９日（火） 

開会 午後１時３０分  

閉会 午後２時３０分 

２ 開催場所 

市役所 ３階 講堂１・２  

３ 出席委員 

上田智子、松尾功、山﨑雅弘、野原睦人、杉原孝子、森修、佐藤範夫、 

秋田誠三、渡邊安正、宮崎直美、椿山岳史、林裕人、大野洋子、秋田友子 

（計１４名）  

４ 欠席委員 

丹羽睦（計１名） 

５ 傍聴者数 

なし  

６ 出席した事務局職員等 

健康福祉部長 竹内元康、長寿課長 山田祐司、長寿課主幹 西川敏也、長寿

課長補佐兼長寿支援係長 川原尚子、長寿課長補佐兼介護保険係長 大津俊介、

長寿課庶務係長 川本直美、長寿課主事 岩田佳菜生、地域包括支援センター所

長 木上恒夫、社会福祉協議会生活支援コーディネーター 森島一樹 

７ 議題 

 ⑴ 会長及び副会長の選出について（資料１） 

⑵ 第７期高齢者保健福祉計画の進行管理について（資料２） 

⑶ 第８期高齢者保健福祉計画について（資料３） 

⑷ 介護予防支援委託業務に係る指定居宅介護支援事業者の新規承認につい

て（資料４―１、４―２） 

⑸ 尾張旭市地域包括支援センターの運営状況及び事業評価について（資料５

―１、５―２） 

８ 会議要旨 

＜ 開  会 ＞ 

事 務 局 

 

 

 

長寿課長の山田でございます。定刻となりましたので、始めさ

せていただきます。 

本日は、お忙しい中、令和３年度第１回尾張旭市介護保険運営
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健康福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 寿 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

協議会にお集まりいただき、ありがとうございます。本日は、丹

羽委員から、都合により欠席と伺っておりますが、１４名の委員

の御出席をいただいており、尾張旭市介護保険運営協議会規則第

５条第２項の規定にあります定足数に達しておりますことを、報

告させていただきます。 

なお、この協議会は、尾張旭市附属機関等の基本的取扱いに関

する要綱第６条の規定に基づき、原則として公開により開催され

ます。 

また、本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会

議時間を１時間とさせていただきますことを御了承ください。 

 それでは、開会に当たりまして、健康福祉部長からあいさつを

申し上げます。 

 

健康福祉部長の竹内でございます。本日は、お忙しい中、御

出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃か

ら本市の高齢者福祉の施策につきまして、御理解と御尽力をいた

だき、感謝を申し上げます。 

さて、令和３年３月に策定いたしました「第８期高齢者保健

福祉計画」が、令和３年度から令和５年度までの３年間として、

スタートしております。この高齢者保健福祉計画が、尾張旭市の

介護行政、高齢者福祉の進展に向けた実行性の高い計画となりま

すよう、御審議、お力添えを賜りますようお願いを申し上げまし

て、簡単ではございますが、開催に当たっての挨拶とさせていた

だきます。 

 

それでは、第１回目ということで、委員の皆様の御紹介をさ

せていただきたいと思いますが、時間短縮のため、机上表示とお

手元の名簿で御確認くださいますようお願いいたします。 

 

皆様に委員をお願いしております介護保険運営協議会は、全

員で１５名の構成員となっています。 

なお、委員の皆様には、尾張旭市介護保険条例第３条の２第

２項の規定に基づき選任させていただいております。 
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事 務 局 

 

長 寿 課 長 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

 

 

長 寿 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、事務局職員の紹介につきましても、時間短縮の

ため省略させていただきますので、お手元の名簿により御確認く

ださいますようお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります前に、本日の資料の確認をさせて

いただきます。 

 

＊＊ 資料の確認 ＊＊ 

 

続きまして、次第３「介護保険運営協議会について」事務局

から説明させていただきます。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

ただいまの説明につきまして、御質問などはございませんで

しょうか。 

 

一点教えてください。資料１「尾張旭市介護保険運営協議会

について」の３「所掌事務」の市長の諮問に応じ、又は必要に応

じてとありますが、必要に応じ、必要と思う主体はどなた、ある

いはどの機関でしょうか。 

 

こちらにつきましては、長寿課にて必要かどうか判断させて

いただきまして、承認する形となります。 

 

その他、よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。 

本日は議題が、５件ございます。 

まず、最初に、議題⑴ 「会長及び副会長の選出について」で

ございます。 

お手元の資料１の５ページの尾張旭市介護保険運営協議会規

則（抜粋）を御覧ください。第４条に「協議会に会長及び副会長

各１人を置き、委員の互選により定める。」とあります。 

会長及び副会長を選任する必要がありますが、どなたか、こ
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椿 山 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 寿 課 長 

 

 

 

 

長 寿 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

の件で御発言はございませんか。 

 

会長の選出について提案させていただきます。平成２９年度

から会長として第７期、第８期高齢者保健福祉計画の策定に尽力

され、高齢者問題や介護について幅広い知識を有しておられる、

名古屋経営短期大学健康福祉学科教授であります上田 智子（ウ

エダ トモコ）委員にお願いできたらと思いますがいかがでしょ

うか。 

また、副会長には、同じく平成２９年度から副会長として尽

力され、瀬戸旭医師会の理事であり、長年にわたり市内の松尾医

院の院長をされ、内科・循環器科・心臓病の専門家でもある松尾 

功（マツオ コウ）委員にお願いしてはと思います。 

 

ただいま、会長に上田 智子委員、副会長に松尾 功委員の

推薦がございましたが、みなさんいかがでしょうか。 

 

＊＊ 異議なしの声 ＊＊ 

 

「異議なし」のお声いただきました。それでは、賛成多数と

いうことで、会長に名古屋経営短期大学健康福祉学科教授の上田 

智子委員、副会長に瀬戸旭医師会の理事、かつ、松尾医院院長の

松尾 功委員を決定させていただきます。 

上田医院、松尾委員は、会長・副会長のお席に移動をお願い

します。 

 

＊＊ 席の移動 ＊＊ 

 

それでは、上田会長、松尾副会長から一言ずつ御挨拶をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 ＊＊ 会長挨拶 ＊＊ 

皆様、こんにちは。御紹介に預かりましたとおり、平成２９年

度から会長を務めさせていただいております。今年度も昨年まで
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松 尾 副 会 長 

 

 

 

 

 

 

長 寿 課 長 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

に引き続き務めさせていただきます。大変微力ではございます

が、皆様の御支援をよろしくお願いいたします。 

 

皆様、こんにちは。僕も平成２９年度から務めさせていただい

ています。地域包括支援センターにいつもお世話になっておりま

すけれども、こういった介護福祉サービスというのは、コロナの

方も少し落ち着いてきて、ワクチン接種も進んできているこのご

時世、ますます重要性が増してくると思っています。皆様のお力

添えをよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、以降の議事進行につきましては、会長にお願いし

たいと思います。 

 

 早速ですが、議事の順番に沿って進めさせていただきますの

で、よろしくお願いします。それでは、議題⑵ 「第７期高齢者

保健福祉計画の進行管理について」ということでございます。事

務局より説明をお願いいたします。 

 

 ＊＊ 説明 ＊＊ 

 

 御説明ありがとうございました。 

 ただいまの内容につきまして、どなたか御質問等はございませ

んでしょうか。よろしいですか。 

 

私からよろしいでしょうか。 

 一番のあたまの元気まるのインターネットを利用したＭＣＩ

チェックテストというのは、パソコンだけですか。スマホでも出

来るようになっているのですか。 

 

 長寿課川原です。お答えさせていただきます。こちらは、健康

課の事業となりますが、オペレーターが、対象となる受検したい

という方と一対一で、対面上で行うものになりますので、スマホ
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上 田 会 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とかで出来るものではないです。オペレーターがインターネット

を利用して、質問が飛んでくるといいますか、１０個の単語を覚

えていただくというテストなんですけれども、そのシステムがイ

ンターネットを使っている。インターネットのシステムを利用し

ていて、そこでアトランダムに単語がでてきて対象者の方に単語

を覚えていただくというものになります。 

 

 なんとなくわかりました。つまり、基本は対面方式でやってい

たものを、ネットを介するという点ではそうなんですけれども、

オペレーターが入るということは、対面方式でのやり取りは続い

ているということですね。 

 

続いています。昨年度から電話対応で行えるようになったんで

すけれども、電話口でオペレーターがインターネット回線を使っ

て質問が出てきます。それを電話先の利用者さんに答えていただ

くということになります。 

 

 ありがとうございました。もちろんコロナの関係で様々な事業

が支障をきたし、御参加いただけない現状にあるというのは重々

承知しております。 

ただ、今、逆に言うとコロナによって、対面ができなくなった

分、このネット環境を活用する方法というのは、例えば私どもの

学校ですとオンライン授業は当然のようにやってらっしゃるよ

うなところで、ある種進化した部分があるんですよね。そうする

と、オペレーターを挟むことがいいかどうか。 

今、ネットを介してもテキストブックのように入力もできます

し、クイズ形式というんですが、ポチポチと選んで送信というス

タイルもグーグルでもそうですけど、いわゆるマイクロソフトの

オフィス系統のものでも様々なツールが出ていますね。そうする

と今後どうなるかはわからないんですが、今年中にコロナはある

程度収まるかもしれないですが、この影響は数年続くだろうとい

う風に言われている中で、これらの受講を増やすということにな

りますと、現在でもコロナ対応で大変だと思うんですけれども、
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事 務 局 

 

上 田 会 長 

 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少ない人数で効率的な事業の展開ということを考えますと、例え

ばそういったものを、人を介さない方法でやるというのも御検討

していただいてもいいのではないかなという私の意見なんです

が。 

それによって受講者が増えて、特にコロナで認知傾向の人が増

えているという、巷で言われていますので、やはり早期発見、早

期診断、そして早期支援に繋げていくというのは、非常に重要で

はないかと風に考えておりますので、その辺りも御検討いただき

たいなということで、意見を述べさせていただきました。申し訳

ございません。後、よろしかったでしょうか。 

 

ありがとうございます。 

それでは、これが７期ということで、次８期が始まっていくと

いうことで、議題⑶「第８期高齢者保健福祉計画について」御説

明をお願いします。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

御説明ありがとうございました。 

それではこの内容について、御意見、御質問はございませんで

しょうか。 

 

地域という言葉が、たくさん出てくるんですが、具体的にこの

地域というのは何を指しているかというのが、お話しいただきた

い。例えば、地域住民と書いてあるところが、なぜ市民ではいけ

ないのか、とか。例えば、地域包括センターの地域というのは固

有名詞だから、そこについて言っているのではなくて、細かい

個々の記述についての地域というのが何をいっているのかがち

ょっと理解しづらい。使われている場所によって、言ってらっし

ゃる地域の概念が違っている、というようなことなんです。そう

いったものを地域に働きかけていくというような完成図で受け

止めようとすると、それがはっきりしていないと、どういった地

域団体がそれを担うのかというのが理解できない、僕はわからな
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター  

木 上 所 長 

 

い。その辺を整理して教えていただけるとありがたいです。 

 

今ですね、地域という言葉についてということでいただきまし

たけれども、まず、先ほどからお話しいただいていた大きい地域、

尾張旭全体を捉える地域というのもありますし、例えば地域シニ

アクラブのような小さいところもございます。 

ただですね、これはその時々ですね、色々なところもございま

すけれども、例えば認知症カフェというものがございますけれど

も、そういったところですとエリア的に狭い地域で活動していた

りですとか、というのもございます。地域という言葉で確かに

色々ございますので、これを端的に地域というのはここですよと

いう風にはなかなか区分けがしづらいというところではありま

すけれども、大きい単位もあれば小さい単位もあるということで

御理解いただきたいという風に思います。 

 

言わんとしていることは理解しました。施策を進めようとする

と、そこが明白でないとターゲットがしっかりしないので、働き

かけも微妙になってくるのではないかと、そういう意見です。以

上です。ありがとうございました。 

 

はい。その辺りのおっしゃるターゲットというものを明確にし

て、そして働きかけをより強めるというんですかね、しっかり行

っていくという意図での御意見だと解釈いたしましたので、今後

もよろしくお願いします。 

後、よろしかったでしょうか。 

 

 ありがとうございました。それでは、議題⑷ に進ませてい

ただきます。「介護予防支援委託業務に係る指定居宅介護支援事

業者の新規承認について」説明をお願いします。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 
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上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

ありがとうございました。まず、資料４－１の新規承認につい

てについて、御異議ございませんでしょうか。 

 

ありがとうございました。お認めいただいたということで、よ

ろしくお願いいたします。 

後、４－２の方の今御説明いただきました議決状況とプラン作

成状況に関する一覧表について、住民票として尾張旭市にありな

がら、他市に入居、その他移り住んだりと、実際ございますので、

その中でその他２４というところで合わせて５０事業所、委託し

ているという状況でございますが、よろしいでしょうか。 

御質問等ないでしょうか。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議題⑸ に移らせていただきます。「尾張旭市地域包

括支援センターの運営状況及び事業評価について」説明をお願い

します。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

 

詳細な御説明ありがとうございました。この内容につきまし

て、何か御質問等はございませんか。 

 

 私から質問してよろしいでしょうか。４ページの⑹のところの

②の一般介護予防事業のるんるんくらぶというのがあるんです

が、これは聞いたことがなかったような気がするので、これはど

ういった内容のクラブ活動なのでしょうか、教えてください。 

 

一般介護予防ということで６５歳以上の高齢者の方で基本的

には運動系のものという風に考えていただければ結構かなと、要

は対象者を集めさせていただいて保健福祉センターの４階の運

動場のところで、運動をしながら介護予防に取り組む、それ以外

にうちの保健師が介護予防のお話を少しさせていただくという
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上 田 会 長 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことで。これをやった後に、地域に運動教室がありますのでそち

らの方に繋げていければということで考えております。 

 

ありがとうございました。他、御質問等よろしかったでしょう

か。 

そうしましたら５－２の事業評価について、御説明いただいて

よろしいでしょうか。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

 

ありがとうございました。概ね良好であるということで、安堵

いたしましたけれども、物理的な環境といいますか、個室などの

確保については限られた施設の中での対応ということでござい

ますので、可能な限りの対応をお願いできればと思います。 

このことに関しまして、御質問等はございませんか。 

 

ありがとうございました。本日の議題は以上となります。 

今後の日程について、事務局よりよろしくお願いいたします。 

 

 次回は１１月頃に第２回目を開催させていただきたいと考え

ておりますので、また通知の方出させていただきますのでよろし

くお願いいたします。事務局からは以上になります。 

 

 ありがとうございました。それでは、これをもちまして令和３

年度第１回介護保険運営協議会の方終了させていただきます。 

 皆様、御協力誠にありがとうございました。次回、１１月とい

うことですので、しばらく間が空きますが、その節はよろしくお

世話になりたいと思います。お疲れ様でございました。 

 


